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リパスジル塩酸塩に関する特許権について 

 

 リパスジル塩酸塩水和物は、株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所が創出し、

興和株式会社が商品名『グラナテック点眼液 0.4%』として製造販売している医薬品であり

ます。 

 リパスジル塩酸塩につきましては、興和株式会社および株式会社デ・ウエスタン・セラ

ピテクス研究所が所有する当該有効成分に関する特許権（日本特許第４０１６０６０号）

が有効に存続しています。また、興和株式会社が所有する当該有効成分に関する特許権

（日本特許第５８１９７０５号）、当該有効成分に関する製造法についての特許権（日本

特許第５８５８９１７号および日本特許第５９７７２８９号）、ならびに、当該有効成分

を含む製剤に関する特許権（日本特許第４０９９２０１号、日本特許第４１６８０７１号、

日本特許第６２３６１６６号、日本特許第６２３６１６７号、日本特許第６２４４０３８

号、日本特許第６４５２３６７号、日本特許第６４８３６３２号、日本特許第６７０４７

２０号、日本特許第６７０４７２１号、日本特許第６８８６３２２号、日本特許第６９４

６３９６号、日本特許第７１３７６７７号、日本特許第７５２２８１７号、日本特許第７

５９５２３３号、日本特許第７６３５４７１号、日本特許第７６６３７９２号、日本特許

第７７８３９４５号、および日本特許第７７９６９３７号が有効に存続しております。 

 従いまして、リパスジル塩酸塩水和物と同一の有効成分を含有する医療用後発医薬品を

製造、販売、輸入等する行為は、上記特許権をはじめとする興和株式会社および株式会社

デ・ウエスタン・セラピテクス研究所の知的財産権を侵害するおそれがあります。 

興和株式会社および株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所は、上記特許権を

はじめとするリパスジル塩酸塩に関する知的財産権について、これを侵害する行為または

侵害するおそれのある行為に対し、直ちに厳正なる法的措置を講じる所存です。 

 リパスジル塩酸塩を含有する医薬品の製造、販売、輸入等を計画されている企業におか

れましては、知的財産権を尊重いただき、侵害行為が無きよう十分ご留意いただきたく

お知らせ申し上げます。 
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